
船舶事故等調査報告書 

平成２７年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第１３６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月４日 ０６時２３分ごろ 

発生場所 播磨
は り ま

灘鹿
しか

ノ
の

瀬
せ

北東方沖 

江井
え い

ケ
が

島
しま

港西防波堤灯台から真方位２１５°４.６海里付近 

 （概位 北緯３４°３６.５９′ 東経１３４°５１.３８′） 

事故等調査の経過  平成２６年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３６８１３（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 第二藤
ふじ

美
み

丸、５トン未満 

   ２６０－１９３９１兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、鹿ノ瀬北東方沖を北西進中、平

成２６年１１月４日０６時２３分ごろＢ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船首を南東方に向けて漂泊して

いたところ、左舷船尾部に腰を掛けていた船長が、船首方約４００ｍ

にＢ船に向けて接近するＡ船を認めたが、間近になればＢ船を避けて

くれるものと思い、漂泊を続けていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が目前まで接近するのを認めたが、どうすることも

できず、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、自力で帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北西流約１.５ノット 

日出時刻：０６時２２分ごろ 

 その他の事項  船長Ｂは、Ｂ船の右舷方に多数の漁船が、左舷方にも数隻の漁船が

北西進しているのを認めていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船がその場にとどまるように主機のリモコンを操作し

ながら、手釣りを行っていたところ、Ａ船が約１２～１３ノットの速

力で、針路及び速力を保持してＢ船に向かって来るように見えた。 

 Ｂ船は、汽笛を装備しており、船長Ｂは、笛の付いた救命胴衣を着



用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鹿ノ瀬北東方沖を北西進中、Ｂ船と衝突したものと考えら

れるが、船長Ａから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を

明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、鹿ノ瀬北東方沖において、釣りのため漂泊中、船長Ｂが、

Ａ船が接近するのを認めたが、間近になれば、Ｂ船を避けてくれるも

のと思い、漂泊を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、鹿ノ瀬北東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が釣り

のため漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りを適切に行うこと。 

 ・汽笛等の音響信号装置を搭載している場合には、有効に活用する

こと。 

 


